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２ ごみ処理の課題 

 現況から、抽出したごみ処理の課題は以下のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「石巻市一般廃棄物処理基本計画 ごみ処理基本計画」（案）の概要 

1 計画策定の目的と位置づけ 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 6 条第 1 項の規定に基づき策定する法

定計画です。市における一般廃棄物処理に係る長期的視点に立った基本方針を明確にするもの

です。 

現行の一般廃棄物処理基本計画は、目標年度を平成 29 年度として平成 19 年度に策定して

いますが、東日本大震災により廃棄物を取り巻く環境が変化していること、また国の制度改正

等に対応するため、今回、計画の見直しを行うものです。 

これまで実施してきた施策の人口フレームを見直すとともに、平成 28 年度を初年度とし、

平成 37 年度を計画目標年度とする 10 ヵ年計画とし、今後の一般廃棄物処理の方策を明らか

にすることを目的とする。 
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前回計画【H20 年度～29 年度】 

本計画【（平成 28 年度～37 年度）10 ヵ年】 

 

・小型家電の回収検討
・小型家電の循環的利用方法の検討
・１人１日当たりのごみ排出量の削減
・資源回収率（リサイクル率）の向上

・排出者の意識向上、啓発活動
・集団資源回収の推進

・広域的取組みの推進
・中間処理施設のあり方の検討

・既存最終処分場の適正管理
・既存最終処分場の容量逼迫

・在宅医療廃棄物の処理
・適正処理困難物の処理
・不法投棄対策
・適正な収集運搬体制の構築
・ごみ集積所の適正な維持管理
・ごみ集積所の確保

処理システム指針から見た課題

減量化・資源化における課題

中間処理の課題

その他の課題

最終処分の課題
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≪目標２≫ リサイクル率 

平成３７年度には、リサイクル率を１５．７％以上に引き上げる。 

 

 

 

 

≪目標３≫ 最終処分率 

平成３７年度には、最終処分率を１１．３％以下に引き上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準年度 目標年度

平成２６年度 平成３７年度

リサイクル率 13.9% 15.7%

総資源化量 ８,００７ｔ ７，３０５ｔ

項　　　目

基準年度 目標年度
平成２６年度 平成３７年度

１人１日当たりのごみ排出量 １，０６１ｇ ９３０ｇ

総ごみ量 ５７，８０２ｔ ４６，５１７ｔ

項　　　目

基準年度 目標年度
平成２６年度 平成３７年度

最終処分率 11.6% 11.3%

総埋立量 ６，６８８ｔ ５，２５１ｔ

項　　　目

 

1,061 989 930

平成26年度 平成32年度 平成37年度

ｇ/人・日

中
間
年
度

１３１ｇ削減

基
準
年
度

目
標
年
度

１人１日当たりの排出量

１３１ｇのごみ減量とは？ 

市民一人あたりのごみ量を 930

ｇにするためには、今より市民

一人 1 日あたり 131ｇのごみを

減らす必要があります。バナナ

１本あたり約 130ｇ 

何をどうすれば？ 

ものを買うときにマイバックを

持参してレジ袋を断ると 5～10

ｇ、手提げ紙袋を断ると 50ｇの

ごみ減量になります。  

 

13.9 14.8 15.7

平成26年度 平成32年度 平成37年度
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間
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11.6 11.5 11.3

平成26年度 平成32年度 平成37年度

％

中
間
年
度

０．３％削減

基
準
年
度

目
標
年
度

最終処分率

３ 目標の設定 
 
 国・県の目標値を基に、本市における減量化・資源化の目標値を以下のとおり設定する。 

≪目標１≫ １人１日当たりのごみ排出量 
平成３７年度には、１人１日当たりのごみ排出量を９３０ｇ以下に削減する。 
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４ 計画の推進と進行管理 

 (1) 基本方針  

       

 (2) 施策の基本方向 

３Ｒを推進するため、発生抑制によるごみ量の削減や、適正分別の励行、新規品目の

資源回収等による資源化率の向上を図っていく。 

 

 

 

     発生抑制            再使用           再生利用 

(3) ごみ処理体系 

  基本方針における将来像と目標を達成するため、平成３７年度段階で、下記のごみ処理

体系を目指していくこととする。中間処理については、当面は既存施設での処理を継続す

ることとするが、必要に応じて新規施設の整備を検討する。 

  次期最終処分場については、平成３５年度の供用開始を目標に、調査・計画・建設を進

めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 収集運搬体系 

  収集運搬計画については、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リデュース リユース リサイクル 

３Ｒ  優先順位 

 

中 間 処 理 最 終 処 分

◇焼却施設

委託業者施設

次期最終処分場

焼却灰

資　源

可燃残渣

不燃残渣

◇選別・減容

収　　　　集

燃やせるごみ 石巻広域クリーンセンター 次期最終処分場

資源化業者

雄勝一般廃棄物処理場
燃やせないごみ

資 源 物
粗大ごみ
有害ごみ

河南資源回収センター
石巻広域クリーンセンター

牡鹿クリーンセンター

 

項　　　目 内　　　容

リサイクル率向上のために、小型家電の回収について適宜検討してい
く。

収集運搬体制
東日本大震災の影響による市民の居住移転を踏まえ、効率的かつ均衡
のとれた、収集エリアの変更等を検討していく。

ごみ集積所の適正な維持管理

管理する自治会や集合住宅管理者等と連携しながら、適正な維持管理
ができるよう努めていく。また、適正な排出や減量・リサイクルの推
進のために、管理指導体制を設け、衛生環境の保全、美観の維持に努
めていく。

ごみ集積所の確保
新たに区画整理事業等を行う場合は、ごみ集積所となる場所を確保し
適正な維持管理が行えるように努めていく。

収集区分

みんなでつくる ごみ減量のまち いしのまき 
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(4) 減量化・資源化重点施策 

  市民・事業者・行政がより一層協働し、ごみを出さない環境づくりを進めることが

重要であり、次の施策の展開を図ります。 

 11 家庭ごみ処理の有料化

９ 販売事業者の協力による減量化

10 小型家電リサイクルの推進

７ 集団資源回収の推進

８ 消費者としての取り組み

家庭ごみ減量化施策
６ もったいない生ごみ減量推進

５ エコクッキングの推進

家庭系ごみの減量化・資源化に関する施策

１　環境学習の推進

２　分別指導の徹底

３　「雑紙」排出方法の変更

４ 布類の回収対象を拡大

 ４ ごみ減量化・資源化協力店の認定

事業ごみ減量化施策
３ 市有施設等における資源化の推進

１ 分別の徹底と再資源化の推進

２ 事業所での紙類の減量･資源化

事業系ごみの減量化・資源化に関する施策

 

その他の施策

１　在宅医療廃棄物の処理

その他の施策 ２　適正処理困難物の処理

３　不法投棄対策

(5) 中間処理計画 

 1) 広域的な取組みの推進 

  災害などの非常時においても、迅速かつ適正に処理ができるように処理体制を確立

することが重要となり、改めて検討することが必要となっている。 

  今後は、施設を集約化し廃棄物を一元的に処理できる総合的な施設整備を検討する

とともに、災害に強いごみ処理施設の「整備・運営」あり方を関係自治体と協議して

いく。 

 2) 中間処理施設のあり方の検討 

  石巻市牡鹿クリーンセンターについては、平成７年の稼働後、既に 20 年が経過し

ており、老朽化が著しいことから、今後のあり方を検討することとする。また、各資

源化施設については、併設する最終処分場の閉鎖にともない機能が半減することから、

施設の集約化を検討していくこととする。 

 

 (6) 最終処分計画 

1) 次期最終処分場の整備 

最終処分場の埋立量満了の想定が平成３４年度であるので、平成３５年度の供用開

始を目標とし調査・計画・建設を進めていく。 

2) 現行最終処分場の適正運用と適正閉鎖 

  閉鎖までの間は、関係法令を遵守した維持管理を行い、適正に廃止を行う。 


